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時
■
投
票
で
き
る
人

▼
漁
業
者
ま
た
は
漁
業
に
従
事
し

て
い
る
▼
本
町
に
住
所
が
あ
る
▼
一

年
に
九
十
日
以
上
、
漁
船
を
使
用
す

る
漁
業
を
営
む
か
従
事
し
て
い
る
│

│
人
で
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五
日

確
定
の
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
。

後
日
、
入
場
券
を
配
布
し
ま
す
の

で
、
投
票
日
に
は
忘
れ
ず
に
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

■
投
票
の
方
法

投
票
用
紙
に
候
補
者
の
氏
名
（
法

人
の
場
合
は
名
称
）
を
一
人
（
一
法

人
）
書
く
方
式
で
す
。

■
期
日
前
・
不
在
者
投
票

投
票
日
に
仕
事
や
冠
婚
葬
祭
、
旅

行
な
ど
で
投
票
に
行
け
な
い
人
は
、

期
日
前
投
票
・
不
在
者
投
票
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
期
間
　
五
月
八
日
〜
十
五
日

【４】

海区漁業調整委員会委員の
補欠選挙

岩
手
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

の
補
欠
選
挙
が
五
月
七
日
告
示
、
十

六
日
を
投
票
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
投

票
所
は
下
表
の
と
お
り
六
カ
所
と

な
っ
て
い
ま
す
。
漁
業
者
の
皆
さ
ん

は
ご
自
分
の
投
票
所
を
確
認
の
上
、

棄
権
す
る
こ
と
な
く
投
票
に
出
掛
け

ま
し
ょ
う
。

◇
告
示
日
　
五
月
七
日
（
金
）

◇
投
票
日
　
五
月
十
六
日
（
日
）

◇
投
票
時
間
　
午
前
七
時
〜
午
後
六

◇
時
間
　
午
前
八
時
半
〜
午
後
八
時

（
土
・
日
曜
日
も
同
じ
で
す
）

◇
場
所
　
役
場
二
階
会
議
室

■
開
票

即
日
開
票
で
す
。
当
日
の
午
後
八

時
か
ら
町
中
央
公
民
館
小
ホ
ー
ル
で

行
わ
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

町
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
（
�
８
２
│
３
１
１
１

内
線
４
１
１
）
へ
ど
う
ぞ
。

公職選挙法の一部が改正され、郵
便による不在者投票の対象者が拡大
されるとともに、新たに「代理記載
制度」が創設されました。
対象者の拡大
郵便による不在者投票とは身体に

重度の障害がある選挙人について、
郵便により投票を行うことを認めた
ものです。今回の改正により、介護
保険法上の要介護者で、介護保険の
被保険者証に要介護状態区分が「要
介護５」である者として記載されて
いる方が、新たに郵便による不在者
投票をすることができるようになり
ました。
代理記載制度の創設
郵便による不在者投票をすること

ができる選挙人（「要介護５」であ
る者は除く）で、自ら投票の記載を
することのできない者として認めら
れた方は、あらかじめ市区町村の選
挙管理委員会に届け出た者「代理記
載人（選挙権を有する者に限る）」
に、投票に関する記載をさせること
ができるようになりました。
なお、郵便による不在者投票をす

るためには、事前に「郵便投票証明
書」の交付申請などの手続きが必要
です。詳しくは町選挙管理委員会事
務局へお気軽にお尋ねください。

郵便による不在者投票
制度が改善されました
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ホタテの耳つり作業（大浦地区）


